
　　

　　
軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業

令和７年４月１日からＪＲ旅客運賃の
精神障害者割引制度がスタートします

　ＪＲグループの障害者割引対象に精神障害者が加わります。手帳へ顔写真を貼付するために２～３カ月要す
る場合がありますので余裕をもって申請してください。
▼対象者　次の①および②を満たす有効期限内の精神障害者保健福祉手帳を所持している方
　①旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第１種または第２種の記載のあること
　②顔写真が貼付されていること（自分で貼付した顔写真は無効）
※�旅客鉄道株式会社運賃減額欄や顔写真の無い手帳を所持し、障害者割引のご利用を希望する方は、福祉課へ
ご相談ください。

▼対象乗車券と割引率　
対象者 割引対象乗車券 割引率

第１種障害者とその介護者 普通乗車券、回数乗車券、急行券、
定期乗車券(小児定期旅客運賃を除く)

５割12歳未満の第２種障害児と
その介護者

定期乗車券
(小児定期旅客運賃を除く)

単独で利用する
第１種・第２種障害者

普通乗車券
(片道100kmを超える場合のみ)

※第１種は手帳１級、第２種は手帳２級および３級となります。
▼注意事項
　乗車券購入や列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求め
られた場合はご提示ください。乗車券の詳しい割引内容や購入方法についてはJRへお問い合わせください。
【問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線241）

　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度難聴者に対し、補聴器の装用による就学、就労、社会参加
推進のため、補聴器の購入費の一部を助成します。
▼対象者　次の①～⑤全てに該当する主に高校を卒業した18歳以上の成人
　①つがる市内に住所を有すること
　②両耳の聴力レベルが原則30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと
　③補聴器の装用により、社会参加等一定の効果が期待できると補聴器相談医が認めていること
　④認定補聴器専門店から補聴器を購入すること
　⑤対象者と同じ世帯に、市民税所得割額が46万円以上の者がいないこと
▼補助額　�１回の申請につき３万円を限度とし、基準額と購入費のいずれか低い額に1/3を

乗じた額（千円未満切り捨て）
※補聴器購入前に申請手続きが必要ですので、事前に福祉課へご相談ください。
　申請前に購入した補聴器は対象外になります。
【問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線241）
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市役所等の年末年始休業期間

【問い合わせ先】市消防本部警防課　電話42-7745
　　　　　　　　 市民課　電話42-2111(内線267)

市篠原霊園合葬墓の生前予約について

冬期間の油流出事故防止について

▼�対象者(①～④全てに該当する方)　①市篠原霊園一般墓地の使用許可を受けていないこと②市内に住所を有
していること③満70歳以上であること④自己の死後にその焼骨を合葬墓に埋蔵する実施者を選任できること
▼�必要書類　生前予約申込書、埋蔵実施者の同意書(12月23日(月)～27日(金)までに窓口において説明しなが
ら配布いたします。)
▼申込場所　つがる市役所1階　市民課環境衛生係　窓口
▼申込期間　令和７年１月７日(火)から１月10日(金)まで

　例年、家庭や事業所から灯油等が流れ出す事故が多発しています。油流出
事故は、側溝や水路を通じ河川に流れ出ることもあり地域全体に影響を及ぼ
します。冬を迎え、灯油を扱う機会が多くなりますので、ホームタンクの状
況等を確認し除雪作業時の破損事故に十分注意しましょう。
　事故を起こした場合や発見した場合は、市役所、消防署、警察署等へご連
絡をお願いします。

留意事項
※生前予約者はご家族等がいなく、第三者へ依頼して埋蔵する方が対象です。
※�ご家族等で葬儀を執り行う方がいる場合は、ご在命中にご家族等へ合葬墓への
埋蔵をお願いしておくことで、生前予約は必要ありません。
※申込者が応募数(20人)を超えた場合は、抽選となります。

×�が休業日　●�が通常業務日　▲�が一部業務日 12/28
（土）

12/29
（日）

12/30
（月）

12/31
（火）

１/１
（水）

１/２
（木）

１/３
（金）

１/４
（土）

１/5
（日）

市
役
所
・
施
設
等

市役所、松の館、稲垣出張所、車力出張所 × × × × × × × × ×
つがる出張所(イオンモールつがる柏内)
※�12/28(土)は税金・各種料金の納付(納期内の納付
書持参)のみの取り扱い。

▲ × × × × × × ● ●

市民健康づくりセンター × × × × × × × × ×

つがる市斎場、車力斎場 ● ● ● ● × × ● ● ●

ご
み
の
関
係

ごみの収集業務(市内全域) ● ● ● × × × × ● ●
一般廃棄物最終処分場(木造菰槌)
※�不燃ごみ等の受け入れ。通常は月曜日～金曜日営
業。第３日曜日も営業(ただし翌日は休業)

● × × × × × × ● ●

西部クリーンセンター (稲垣町)
※�可燃ごみの受け入れ。通常は月曜日～金曜日営業 ● ● ● × × × × ● ●

【問い合わせ先】
　市民課　
　電話42-2111
  （内線258）
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